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＜今回の相談事例＞ 

上下水道局の職員を名乗る人が家に来て「水道メーターに装置をつける 

と家中の水が浄化される。月額 4,500 円で取り付けることができる。」と 

勧誘されたが、「家族に相談したい。」と言い、いったん帰ってもらった。 

名前も電話番号も聞いていないが、本当に市の上下水道局職員だったのだ 

ろうか。                      （６０代女性） 

                                                      
【アドバイス】 

●市の上下水道局員が商品を販売することはありません！ 
市の職員が突然訪問し、何か商品を販売することは絶対にありません！最近、市の職

員を装い、商品を売りつける悪質業者に関する相談が寄せられています。市の職員を

名乗っても身分証の提示を求めるなどして確認し、安易に家に上げないようにしまし

ょう。不審に思ったら、上下水道お客様センターに（582-3031）に確認してくださ

い。 

●水道メーターの交換で料金が定額になることはありません。 
今回の相談以外にも「水道メーターを交換すると、月々の水道料金が割引になり定額

になる」と勧誘されたという相談も寄せられています。水道メーターを交換すること

で水道料金が割引になったり、定額になることはありません。 

●困ったときや、おかしいなと思ったら、消費生活センターや警察に相談し

ましょう！  
購入を強要されたり、身に危険を感じた時は、すぐに警察に連絡してください。 

   

        ニセ電話詐欺に要注意！ 

戸 畑【ウェルとばた７Ｆ】           ☎８６１－０９９９ 

門 司【門司区役所東棟１Ｆ】        ☎３３１－８３８３ 

小倉北【小倉北区役所西棟１Ｆ】         ☎５８２－４５００ 

小倉南【小倉南区役所３Ｆ】           ☎９５１－３６１０ 

若 松【若松区役所２Ｆ】            ☎７６１－５５１１ 

八幡東【八幡東区役所本館２Ｆ】         ☎６７１－３３７０ 

八幡西【八幡西区役所コムシティ４Ｆ】   ☎６４１－９７８２ 

消費者ホットライン ☎１８８（あなたの地域の消費生活センターにつながります） 

福岡県警察相談窓口 ☎ ＃９１１０（２４時間対応） 
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